
八
年
に
周
辺
十
五
村
を
編
入
合
併
し

ま
し
た
。

●
平
成
の
合
併
の
認
識

地
方
分
権
の
進
展
、
少
子
･
高
齢

化
、
厳
し
い
財
政
状
況
、
広
域
的
な

行
政
需
要
の
増
大
な
ど
、
市
町
村
を

取
り
巻
く
環
境
は
著
し
く
変
化
し
て

お
り
、
住
民
に
一
番
身
近
な
市
町
村

の
役
割
が
大
変
重
要
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
課
題
に

対
応
す
る
た
め
、
行
財
政
基
盤
を
一

層
強
化
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
回
の
合
併
は
、
過
去
の
合
併
と

は
異
な
り
、
国
･
県
の
主
導
で
行
う

も
の
で
は
な
く
、
二
十
一
世
紀
の
自

分
た
ち
の
地
域
を
ど
の
よ
う
に
し
て

い
く
の
か
を
住
民
、
市
町
村
が
自
主

的
な
選
択
に
よ
り
決
め
る
も
の
で

す
。国

は
、
現
在
の
市
町
村
数
の
約
三

千
三
百
を
千
に
す
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
ま
す
。

全
国
の
合
併
に
対
す
る
取
り
組
み

状
況
は
、
全
国
三
千
二
百
二
十
四
市

町
村
の
う
ち
約
五
一
％
に
あ
た
る
千

六
百
五
十
七
市
町
村
が
合
併
協
議
会

な
ど
を
設
置
し
、
市
町
村
合
併
の
検

討
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も

本
シ
リ
ー
ズ
で
お
伝
え
し
て
い
る
と

お
り
、
鳥
取
県
東
部
十
五
市
町
村
も

「
鳥
取
県
東
部
に
お
け
る
市
町
村
合
併

に
係
る
研
究
会
」
を
つ
く
り
調
査
・

研
究
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

研
究
会
の
報
告
が
ま
と
ま
り
し
だ
い
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
十
年
以
降
の
市
町
村
合
併
を

み
る
と
、
平
成
十
一
年
四
月
の
兵
庫

県
篠
山
市
を
は
じ
め
と
し
て
、
平
成

十
三
年
五
月
の
さ
い
た
ま
市
ま
で
、

十
三
市
町
が
合
併
に
よ
り
五
市
に
な

っ
て
い
ま
す
。

●
明
治
の
大
合
併

近
代
的
地
方
自
治
制
度
で
あ
る

「
市
制
町
村
制
」
の
施
行
に
と
も
な

い
、
行
政
上
の
目
的
（
小
学
校
事
務
、

戸
籍
等
の
事
務
処
理
）
に
合
っ
た
約

三
百
〜
五
百
戸
を
標
準
規
模
と
し

て
、
全
国
的
に
行
わ
れ
た
市
町
村
合

併
で
す
。
全
国
で
は
、
七
万
一
千
三

百
十
四
町
村
が
、
約
五
分
の
一
の
三

十
九
市
、
一
万
五
千
八
百
二
十
町
村

に
な
り
ま
し
た
。

鳥
取
市
も
、
こ
の
時
、
明
治
二
十

二
年
に
市
制
を
施
行
し
ま
し
た
。

●
昭
和
の
大
合
併

戦
後
、
市
町
村
の
新
し
い
事
務

（
中
学
校
、
消
防
、
福
祉
、
保
健
事

務
な
ど
）
の
増
加
に
と
も
な
い
、
町

村
の
人
口
は
概
ね
八
千
人
以
上
が
標

準
と
さ
れ
ま
し
た
。

全
国
で
は
、
九
千
八
百
六
十
八
市
町

村
が
約
三
分
の
一
の
三
千
四
百
七
十

二
市
町
村
に
な
り
ま
し
た
。

鳥
取
市
も
、
こ
の
時
、
昭
和
二
十

シリーズ

⑤

今
回
は
、
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
、
過
去
の
大
合
併
と

平
成
の
合
併
の
概
要
、
ま
た
、
全
国
の
合
併
の
取
り
組
み

状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

とっとり市報　⑭

合 併 年 月 日

平成11年4月 1日

平成13年1月 1日

平成13年1月21日

平成13年4月 1日

平成13年5月 1日

新市町村名

篠 山 市

新 潟 市

西東京市

潮 来 市

さいたま市

合併形態

新　設

編　入

新　設

編　入

新　設

合併関係市町村名

篠山町、西紀町、丹南町、

今田町

新潟市、黒崎町

田無市、保谷市

潮来町、牛堀町

浦和市、大宮市、与野市

合併協議会などの設置状況
平成13年9月末現在

（9月末日以降の設置予定数も含む）

法定協議会 30（109市町村）

任意協議会 43（198市町村）

研究会など 251（1,350市町村）

計 324（1,657市町村）
全市町村数（3,224）の51.4％


